
老人ホームにおける新料金制度について

はじめに

1980年 8月 1日に老人ホームでは新 しい費用

徴収制度 (以下では新料金制度と呼ぶ)が施行さ

れた｡新制度は,中央社会福祉審議会老人福祉

専門部会が前年の79年 11月20日に提 出 した

｢養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る

費用徴収基準の当面の改善について｣と題する建

議を受けて策定 ･実施されたi)のであり,制度変

更の必要性や新制度の目的はこの建議書に述べら

れている｡

公表されている新制度の顕在的な目的について

はその方法 と合わせて当否を検討してみる必要が

ある｡しかし,すでに施行された今 となっては,

公表されていない,あるいは気づかれていないと

ころで新料金制度が果すであろう役割を今の段階

で論理的に推論して将来の議論に備えることも大

事なことと思われる｡そこで,本稿では,審議会

の意図の外側で新料金制度がもたらすであろう予

想される諸結果について,財政論と料金論の見地

から現在気がついた点を書き留めておくことにし

たい｡

Ⅰ 新料金制度の目的

1 新料金制度の概要

新料金制度の概要は次の2点に要約される｡

(1) 費用徴収基準の変更

従来から料金徴収は負担能力の高低によって料

金額を傾斜させた応能負担方式が用いられてお

り,新制度においてもこの基本は変わらない｡ し

かし,負担能力認定の基準が根本的に変化した｡

改定前後の基準な表 1と表 2のとおりである｡表
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1は改定前の基準であり,表 2が改定後の被措置

者本人に適用される新しい基準である｡

2つの表を一瞥して明らかなように,旧制度では

｢税額｣にもとづいて負担能力の認定が行われて

いたのに対して,新制度は ｢対象収入｣により認

定が行われるO｢対象収入｣とは,老人本人の前年

の収入 (社会通念上収入として認定することが適

当ではないものを除 く)から,租税,社会保険料,

医療費等の必要経費を控除した後の収入のことで

ある｡この基準改定の意味は項を改めて述べるこ

とにしようD

(2)料金は老人本人と扶養義務者双方から

従来の制度では,入所者が少額といえども費用

負担を行った場合には扶養義務者は全 く負担する

必要はなかった｡新制度ではこれを改めて,入所

者が負担能力に応じて負担した場合でもその額が

措置に要する額に満たない場合は徴収限度額の範

囲内において扶養義務者にもその負担能力に応じ

た負担を求めることになった｡扶養義務者の負担

能力認定の基準は表 1と基本的に同じものである

が,表 1では ｢世帯の税額｣となっているのカ㌔

新制度では ｢主たる扶養義務者の税額｣となった｡

以上が新料金制度の主要な柱である｡

2 新料金制度の目的

審議会の建議書から読みとれる新料金制度の目

的をまとめておこう｡

(I) 3重給付の是正

新制度の第-の目的は2重給付,すなわち,午

金による現金給付と施設収容による諸サービス等

の現物給付を是正することである｡このような2

重給付が発生する原因は所得税及び市町村民税の
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表 1 費 用 徴 収 基 準 扱 表 (改定前)

世 帯 階 層 区 分 費用徴収基準月顎

A 生活保護法による被保護世帯(単絵を 円0
含む)

B A階層を除き前年度分の市町村民税非 0
課税世帯

C1 A階層及びB 前年度分92市町村民税 3,200

階層を除き前年分の所得税 所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

C2 非課税世帯 前年度分の市町村民税所得割課税世帯 3.800

DlIちrもD4Ⅰもqs A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって､その税額の年観区分が次の額である世帯 4.800円以下 4,700

4,801円～ 9,600円 5,300

9,601-- 16,800 5,900

16,801-- 24,000 6,700

24.001- 32,400 7,800

32,401- 42,000 8,900

rh 42.401.- 92,400 ll,800

Lも 92.401- 120,000 14,000

Ⅰも 120,001- 156,000 17,300

D10 156,001- 198,000 21.100

Dll 198,001- 287,500 27.400

Ih2 287,501- 397,000 33.600

D13 397,001- 929,400 39,800

Dl4 929,401-1,500,000 65,000

控除制度にある｡つまり,か りに入所者が年金給

付を受けたとしてもこれに課税されるとすれば納

税 ということによって間接的に費用負担をするこ

とにな り,他方納税者である以上表 1の基準に

従って応分の直接的な費用負担を合わせて行 うこ

とになり特に問題は生 じない｡ しか しながら,現

実には税制の控除制度によって非課税扱いになる

者が多く,この者は租税負担 と直接的な費用負担

の両者を免がれることになる｡つまり,正確にい

えば 2重給付ではなく,年金による現金給付 と施

設による現物給付 と税制による会計上の給付を同

時に受ける3重給付の現象が生ずるのである｡こ

れに対 して,在宅の老人は,年金と税制による給

表2 枚措置者費用徴収基準 (55年8月1日実施)

対象収入による階層区分 費用徴収基準月額

1 0円～256,000円 0円

2 256,001-- 270,000 100

3 270,001-- 280,000 300

4 280,001-- 290,000 500

5 290,001- 300.000 600

6 300,001-- 310,000 800

7 310,001- 320,000 1,000

8 320,001- 330,000 1.100

9 330,001- 340,000 1,300

1'0 340,001- 350.000 1,500

ll 350.001- 360.000 1.600

12 360,001- 380.000 1,900

～ i i ～

65 1,420.001- 1.440.000 54,200

66 1,440,001.-1,460.000 55,500

67 1,460,001- 1,480,000 56,900

68 1,480,001--1.500,000 58,200

69 1.500.001円以上 (150万円超過笥÷12月)+58,200円

備考 上表に示す費用散街が3万円を超えるとき
は､当分の暫定措置として､当該費用徴月額

付 しか受けておらず,在宅者と入所者 との問に不

公平が起る｡年金給付が充実 していくにつれてこ

の不公平はますます大 きくなるという認識が審議

会で持たれてお り,これの是正が新制度の第-の

目的である｡審議会は,年金受給者で非課税 とな

るケースを建議書のなかに示 しているので参考の

ために転載すればEillの とお りであるOこの図の

うちAのケースは年金収入が年書頁133万 3,999円

(月鋲11万 1,167円)であっても市町村民税が非

課税 となり表 1の基準に照 らして費用負担はゼロ

となる｡Bのケースは年金収入が 168万円 (月額

14万円)あるが市町村民税均等割 しか課されてな

いため入所者からのiiE用徴収は月筋3,200円となり
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Aのケース

市町村民税
非課税

老年者の非課
税限度額

図 1 年金収入者 (65歳以上)の課税状況

Bのケース

80万円 1.333,999円

所 得 金 額

799,200円

給与所得控除

534,799円

(注) このケースでは年金収入が1,333,999円であるが､

これは給与等とみなされて給与所得控除致534,799円

控除された799,200円が所得の金額となる｡しかし､

市町村民税は所得の金額が80万円を超えない65歳以上

の者には課税されないので､ この者は課税されないこ

ととなる｡

扶養義務者からの徴収は行われない｡

ところで問題は65才以上の年金受給者で非課

税 となる者がどれ程の量で分布 しているのかとい

うことであるが,この点については厚生年金に関
(i王l)

する都村敦子の研究があるので引用すれば図2の

とおりである｡図2の受給者分布で縦軸に乎行な

点線は収入が年金のみのばあいの非課税限度 を示

す｡この図によれば 65歳以上の受給者のほとんど

すべてが非課税の範囲内に入っていることがわか

る｡この図は厚生年金に関するものだが,現在,

年金受給者の大部分を占める国民年金はさらに給付

額が低いので当然非課税となる｡ したがって,老

人ホームの年金生活者の 3重給付は単なる論理的

姿を超えて現実の姿であることがわかる｡

税の控除制度によって施設入所者は年金給付の

分だけ在宅者に比べて得 している勘定になる (ち

ちろん,施設での生活と家庭での生活が同程度の

質であると仮定した場合のことである｡)｡このた

めに,新制度では,前項(1)で述べたように,税の

控除制度を無視 して,独自の控除制度を導入して

可処分所得の把握をすることとしたのである｡ち

なみに ｢対象収入｣の認定に際し ｢収入として認

定する｣場合,｢財産収入｣｢利子,配当収入｣な

どは課税標準額が用いられるのに対して,｢年金,

恩給等の収入｣は課税標準額ではなく ｢実際の受

給額｣を用いることになっているが,これは年金

をねらいうちするためのものといえる｡

市町村民税均
等割のみ課税

所得割は

非 課 税

168万円

基礎 老年者 給与 老年者年金

控除 控 除 所得控除 特別控 除

(注) このケースは､年金収入が168万円あろが､老年者
年金特別控除78万円を控除されて､90万円が収入とさ
れる｡給与等の収入が90万円の場合は､給与所得控除
50万円を控除した残額40万円が給与所得の金額とされ
る｡給与所得の金額から､基礎控除21万円及び老年者
控除19万円を控除した残顎が課税標準となるが､これ
が0円であるので､所得割は課税されないこととなる｡

(2) 費用意識の培養

施設入所者の3重給付の是正 という目的を達成

するための方法は一つとは限らない｡前述のよう

に施設入所者は年金の分だけ在宅者よりも得をし

ている勘定になるのだけれども,これは,税の所

得控除のために生ずる現象なのであるから,施設

入所者についての控除を廃止することによっても

目的は達成されよう｡入所者は基礎的生活を施設

で行っているのだから少なくとも ｢基礎控除｣の

廃止は可能であろう｡か り･に｢基礎控除｣を廃止し

ても,諸種の控除のための減算過程が一つ省略さ

れるのだから税務行政上新たな行政費用 も不用で

ある｡これは単なる一つの考え方であるけれども,

3重給付の問題のより根本には年金給付に対する課

税のあり方, とりわけ高齢化社会における年金受

給者の増加 と非課税者の増加の同時進行をどのよ

うに考えるかという未解決の問題が横たわってい

るということである｡

ともか く,新制度は税の控除制度の見直しによ

る増税 (間接的費用負担)路線を選択することな

く,直接的費用負担路線を選択 したのである｡こ

れは, もちろん税制をいじるのが難かしいという

こともあったのだろうけれども,むしろ,入所者

の費用意識を培養 しようとするH的のためとみる

べ きであろう｡

審議会の建議書には ｢老人ホームを 『収容の場』
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図 2 退取老齢年金受接着の分布
(厚生年金､昭和54年 3月末現-/t=_)
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を回避して,老人ホーム入所者の3重給付という

狭い問題に閉じ込めてしまったことだけは確かで

ある｡

(3) 扶董義務者負手旦の均等化

新制度では入所者本人からの費用負担に加えて

扶養義務者からも負担を求めることとしている｡

審議会によれば,この新措置は,(i)入所者の扶

養義務者と在宅者の扶養義務者との問の不均衡の

是正 (ii)入所者の扶養義務者相互間の負担の不

均衡の是正を目的にしたものである｡目的の(ii)

について審議会は,｢同等の負担能力を有する扶養

義務者の問についても,入所者からの管用徴収の有

無によって本来均等であるべき負担に差異が生 じ

るという不均衡を生んでいる｣と従来方式の問題

性を指適した｡このため,新制度においては,入

所者が負担能力に応じて負担した場合でもその額

が措置に要する積に満たない場合は徴収限度額の

範囲内において扶養義務者にもその負担能力に応

じた負担を求めることとしたのである｡

から,老後の F生活の場』へと高めていくことが

必要である｣と述べられている｡｢収容の場｣とか

｢生議の場｣ という言葉の定義が与えられていな

いので ｢収容の場｣から ｢生活の場｣へという言

葉は意味不明である｡ しかし続けて ｢生活の場｣

とするためには ｢入所者自身も施設から一方的に

保護されているという意識を捨て,自主性を高め

るとともに,施設を主体的に利用するという認識

をもつよう意識変革を進めることが肝要である｣
とし,さらに負担能力をもつ者が ｢応分の費用を

負担することは自立意識を醸成し,更には施設を

生活施設として発展させていくための方途の一つ

として多大な役割を有する｣と述べている｡費用

負担によって果して自立意識が醸成されるものか

どうかという問題もあるが,これは裏を返せば費

用意識の培養 ということである｡費用意識の培養

によって入所老人の自立意識を醸成することもあ

るかもしれないけれども,同時に,｢社会福祉サー

ビスは無料である｣という常識をくつがえすこと

になり老人ホームへの需要も抑制されるだろう｡

いずれが審議会及び政府の本当のねらいであるか

はわからないけれども,今回の措置は,年金に対

する課税のあり方という普遍的な問題への取組み
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しかし,新制度では目的(ii)を達成することは

できない｡図3はこの事情を説明するための仮設

モデルである｡新制度で扶養義務者が納入すべき料

金額は入所者の納入す る料金額に依存するので

あってこの逆ではない｡したがって,扶養義務者

の負担能力が同等 (図3の縦の列をみよ)であっ

ても,入所者が高収入であれば負担の必要はない｡

このため,新制度では扶養義務者間の負担の均衡

を確保できない｡ちなみに,入所者の収入と扶養

義務者の所得の相関分布の現実の姿がどのような

ものであるかは調査してみなければわからないけ

れども,か りに両者が正の相関関係にあるとすれ

ば負担関係は図3のうち点線で囲った部分のよう

になり,この場合,料金を負担するのは中所得の

扶養義務者だけとなる｡つまり,目的(ii)は初め

から達成されないことが分っている虚構 である｡

他方,目的(i)については,入所者が料金を納

入するということは,彼らの収入から各種の控除

を受けてもなお負担能力があると認定されたこと

を意味するのであるから,その者は経済的な独立

性をもっているとみるべきであろう｡経済的な独

立性をもった入所者について何故経済的な扶養義

務が発生するのかということも一考に価する事柄

ではあるだろう｡

このように考えてくると,扶養義務者の負担に

関する新制度の公表された目的は,目的のように

見えて目的ではない面をもっていることになる｡

したがって,新措置は別の目的をもったものとみ

なければならない｡それはやはり,家族扶養意識

の強化 ･培養 ということであろう｡

(注 1) 都村敦子 ｢社会保障と税制との関連｣(r季刊

社会保障研究J Vol.15,Nu3,1980,P.69

ⅠⅠ 新料金制度の諸機能

社会福祉における料金問題については1970年代

の中期になって系統的な研究が始まったばかりで

あり,将来に残された課題は多い｡こうしたなか

にあって,料金研究において常に準拠されるのが

ロイ･パーカー)(RoyPerker)の論文 "Charging

fortheSocialServices〃̀往li･ある｡彼は,この論文

で社会福祉における料金の機能として,(1)歳入増

加 (2)需要抑制 (3)優先順位の変更 (4)乱用防止
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(5)象徴作用を挙げている｡老人ホームの新料金制

度の機能を考える際にもこうした枠組にもとづい

て系統的に調査研究を積み重ねる必要があろう｡

ここではとりあえず歳入増加に限った論点を考え

ておくことにしたい｡

(注 1) R.Parker, -●Charging forthe Social

Services,"JoumalofSocialPolicy,Vo15,No.4

(October,1976)

1 年金が老人ホーム運営の財源となる

老人ホームの料金制度では,たとえば保育所の

料金 (保育料)制度などにくらべると,料金の源

泉の意味が完全に違っている｡保育所の場合,父

兄が支払う保育料は勤労収入などによって賄われ

るものであり,私的セクターから公共セクター-

と金は流れて行 く｡これに対して,老人ホームの

場合,料金の源泉は年金と考えられているから,

図 5のモデルに示したように公共セクターから公

共セクターへ と金が流れて行 く｡つまり,老人ホー

ム運営の資金を年金によって確保することにな

る｡

ただし,年金制度が未成熟で給付鋲が低いレベ

ルにとどまっている段階では,入所者からの料金

収入よりも扶養義務者からの料金収入の方が上回

ると考えられるので,年金未成熟の段階では図4

に示すように私的セクターから資金を吸収し,年

金成熟後は年金から資金を吸収することになるだ

ろう｡年金の成熟とともに費用負担のしくみは図

4から図5へ と除々に移行 して行 く｡

都村敦子の分析で明らかにされたように,現在

65歳以上の年金受給者は収入が年金だけの場合

ほとんど非課税であって公共政策のための負担を

していない｡このなかにあって,老人ホームの入

所者だけがその年金収入を公共政策の資金として

提供することになったわけである｡このような個

別的な対応が行われると,同 じ論理が在宅福祉

サービスへ も通用されることになるか もしれな

い｡税制上は低所得者であっても厚生行政上では

高収入者とみなされる矛盾が,老人ホーム入所者

という限られた特殊な問題を超えてやがて普遍的

な問題 となるだろう｡

2 年金に対する政府補助金の回収

このことについては,図5から明らかなことで

ある｡政府は年金に対して給付費の一定割合の補

助をしているので,年金受給者から料金を徴収す

るということは,年金に対する政府補助金を回収

するということである｡政府は年金に対して補助

金を下し,さらにその同 じ金の一部を老人ホーム

運営資金として回収するという1石 2鳥の得をす

る｡

3 総費用に占める入所者からの料金収入の割

合は減少して行 く

年金が老人ホーム運営資金となりさらにその一

部は政府資金の回収を意味 しており,金の効率的

運用にこれを優るものはなしとの印象を受ける｡

しか しながら料金が公正に改定されて行 くかぎ

リ,老人ホームの総費用に占める入所者からの料

金収入の割合は年々減少 して行 くことも見のかせ

ない｡つまり,歳入増加策 としてはあまり有効で

はない｡

扶養義務者からの料金徴収は従来から行われて

いたことであり追加財源 としての意味をもたない

ので,ここでは入所者からの料金収入に限定して

考察することにする｡議論 を単純にするための2

つの仮定をおく｡

① 入所者は仝昆 年金だけから収入を得るも

ものとする｡

② 入所者の ｢対象収入｣の分布の型は不変と

する｡

さて, t年度の老人ホームの総費用 (Et)は,

政肝 仲 央及び地方)の負担金 (Gt)と入所者か

らの料金収入 (Ct)の和,すなわち,Et-Ct+Gt

である｡この3つの要素の時系列変化を考えてみ

よう｡t年度の総費用Etの対前年増加率がetで

あるとする｡すなわち,

El-(1+占t)Et-I-･ ･･-･(1)

:6t-(Et-Et-1)/Et-1

である｡そこで,料金収入の対前年増加率がCtで

あるとすれば(1)式は次のように書き変えることが

できる｡

El-(1+占t)Et-1

-(1+占t十占t-C't)E卜1

-(1+at)Et-.十(占t一占t)Et-1-･.･････(2)
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ところで,Et-1-C卜1+Gt-1である｡これを(2)式

右区第1項に代入すると,

Et-(1十占t)Ct-1+(1+at)G卜1+

(昌t-Et)E卜1‥･-･･･(3)

となる｡(3)式の右辺第 1項(1+ct)Ct-1はt年度の

料金総額Ctを意味する｡したがって,t年度の政

府負担金Gtはその残 りであって次式の とお り

である｡

Gt-(1+at)Gt-1+(占t-et)Et-1･･-･･-(4)

以下(4)式に もとづいて推論 を進めることにす

る｡(4)式か らGtの変化には次の3つの場合のあ

ることがわかる｡

① 占t-占tの時 Gt-(1+Et)G卜l となる｡

この時,政府負担金の総費用に占る割合は前(t

-1)と変わらない｡

② 占t>占tの時 Gt-(1+at)Gt-1 となるo

この時,政府負担金の割合は大きくなる｡

③ 占tくさtの時 Gt<(1+占t)G卜 1 となるO

この時,政府負担金の割合は小さくなる｡

論理的にはこの3つの場合はいずれも可能なので

あるが,現実にはどの場合の出現可能性が高いだ

ろうか｡結論から先にいえば,現実性の高いのは

②の場合,すなわち,老人ホーム総費用の増加率

占tが科金収入の増加率 etよ りも大 きい時であ

り,現行のシステムで料金が公正に改定されてい

く限り,政府負担金の割合は年々大きくなり,料

金収入の割合は小さくなるだろう｡

その理由は,老人ホームという事業の性質にあ

る｡つまり,老人ホームは労働の投入率が著るし

く高い労働集約的事業であり,これの運営に要す

る費用の大半は人件費である｡その残りが食料等

の一般消費物資の購入に充てられる｡したがって,

老人ホーム費用の主なインフレーターは賃金上昇

率 となる｡これに対して,入所者の料金負担の源

泉である年金は消費者物価上昇率に依存して増加

する.占tが大きいか etが大きいかという問題は,

賃金上昇率が大きいか消費者物価上昇率が大きい

かという問題に置き換えることができるのであ

る｡労働者の実質賃金の確保 と生活水準の向上と

いう2つの要求を満たすためには,賃金は物価の

上昇以上に上昇しなければならないoLたがって,

表 3 年金と料金の変動モデル :数字例

(ケース1)年金10%上昇:料金表変化なしの場合

収入 料 金 人数 料金計

方円30 円 人 円1.000 5 5,000

31 1,100 4 4.400

32 1,200 3 3,600

33 I,300 2 2,600

34. 1,400 1 1.400

35 1,500

36 1.600

37 1.700

38 1,800

39 1.900

収入 料 金 人数 料金計

71円30 円1,000 人 円

31 I.100

32 1.200

33 1.300 5 6,500

34 1,400 4 5.600

35 1.500 3 4,500

36 1.600 2 3,200

37 1.700 1 1.700

38 1,800

39 1,900

21.500

(ケース2)年金､料金共に10%上昇した場合

収入 料 金 人数 料金計

万円30 円 人 円1.000 5 5,000

31 1.100 4 4,400

32 1,200 3 3.600

33 1,300 2 2,600

34 I,400 1 1.400

35 1,500

36 1.600

37 1,700

38 1.800

39 1.900

収入 料 金 人数 料金計

方円30 円1,100 人 円

31 1,210

32 1,320

33 1.430 5 7,150

34 1,540 4 6,160

35 1,650 3 4,950

36 1.760 2 3,520

37 1,870 1 1,870

38 1,980

39 2,090

(ケース3)年金､料金､課料最低限共に10%上昇した場合

収入 料 金 人数 料金計

方円30 円 人 円1.000 5 5,000

31 1.100 4 4,400

32 1.200 3 3.600

33 1,300 2 2,600

34 1,400 1 1,400

35 1,500

36 1.600

37 1,700

38 1.800

39 1,900

収入 料 金 人数 料金計

方円30 円0 人 円

31 0
32 0
33 1,100 5 5,500

34 1.210 4 4,840

35 1,320 3 3,960

36 1,430 2 2,860

37 1,540 1 1,540

38 1,650

39 1,760

一般的には,老人ホームの労働集約性 という性格

から,政府負担金の割合は高 くなることになる｡

しかし,料金が不公正に改定されたり,極端なイン

フレー ションが続いたり,年金給付額が賃金上昇

率を超えて大幅に改定された りすると,占t<etと
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いう事態が生 じ,料金収入の割合が高くなる｡と

りわけ注意を要すものは料金の改定であろう｡

表3は,料金改定の3つのケースをモデル的に

数字例 として示したものである｡この表では15人

の入所者が収入に応じて料金を納入した初年度の

料金給紙は1万7000円である｡ところが,改定方

法の違いによって次年度になると,ケース1では

2万1,500円,ケース2では2万3,650,ケース3

では1万8,700円と料金給田に差異が生ずる.筆

者はくり返して公正な料金改定 ということを強調

してきたのであるが,ケース3のような改定が公

正なものである｡なぜなら,老人福祉法28条の規

定では ｢負担能力に応じて,当該措置に要する費

用の全部又は一部を徴収することができる｣とさ

れているのであり,負担能力を超えた徴収は許さ

れていない｡したがって年金が 10%上昇したら,

料金を10%引き上げるばか りでなく,課料最低限

を10%引き上げなければならない｡料金表の監視

がとりわけ重要ということである｡

老人ホームの職月配置基準を据え置いたままで

も老人ホームの総費用の伸びは年金給付の伸びよ

り高 くなるのであるが,基準の改定によって費用

の伸びは輪をかけて高 くなるから入所者料金の費

用構成比はますます小さくなる｡このことが,老

人ホーム改善に対する抑止圧力となることも危供さ

れるが,今回の措置が老人ホームを ｢収容の場｣

から ｢生活の場｣へ高めて行 くことを目的とする

以上,こうした事態は当然の結果として甘受され

なければならない性質のものである｡入所者側か

らみれば,老人ホーム改善のための強力な武器を

安 く手に入れたということになる｡

4 料金免除が大部分

新料金制度による歳入追加はどれ程の量になる

だろうか｡厚生省では初年度20億円程度と推計し

ているようであるが,負担能力に応じた傾斜料金

であることから,料金収入は入所者の｢対象収入｣

の分布 と扶養義務者の所得の分布に依存して決ま

る｡つ まり,入所者の対象収入と扶養義務者の

所得からなる座標は図6に示したA,B,C,D,

Eの各領域のどこに最も多く分布するかというこ

とである｡これは実証分析の課題に属するがある

程度の予想は可能である｡

E

B A

C D

入 所 者 扶 養義 ●務 者

A 負 担 負 担

B 負 担 免 除

C 免 除 免 除

D 免 除 負 担

まず扶養義務者であるが,養護老人ホームに関

しては,そもそも入所措置が低所得世帯の老人に

限定されるのであるから扶養義務者の所得は免除

点以下であるはずである｡ただし,入所措置後の

所得の変動ということはありうるし,また近年の

ように所得税の課税最低限の据えおきが続 くなど

のことがあると,免除点を超える所得の扶養者が

出現することになる｡しかし,不動産の譲渡など

によって所得が急激に増加するなど課税最低限を

大幅に超える者は例外的なケースと考えられるか

ら,扶養義務者の所得分布に与える影響は小さく,

所得分布の型自体はさほど大きく変化することは

ないだろう｡したがって,入所措置後に所得が変

動するといっても一部の者が料金免除点をわず

かに上回る程度のことと考えられる｡ちなみに,

北海道社会福祉協議会老人福祉施設協議会が
IiLL1

1980年 1月 10日現在で行った調査によれば,全

道の老人ホーム入所者9,835人に対して,料金を

納入している扶養義務者数は2,307人であり,こ

-152-



れは,全入所者の23.5%にすぎない｡残 り76.5%

は料金免除者である (これは旧制度の段階である

から扶養義務者が負担すれば入所者の負担の必要

はなく,逆もまた真であるから,分母は9,835人

でよい｡ちなみに料金負担をした入所者は73人で

あり0.03%に当る)0

他方,入所者本人であるが,老齢福祉年金の年

額は 26万 円 で あ り,この額 か ら必要経費を

控除すれば課料最低限26万 1円に満たなくなり

福祉年金受給者は当然免除となる｡国民年金につ

いても対象収入の平均値が若干上方にシフ トする

だけであり大多数免除の事情はほとんど変わらな

いであろう｡厚生年金,共済年金等の受給者の一

部が料金負担をすることになるだろうけれども,

現在の年金受給者の制度別分布を考えるとこれら

の者は少数にとどまることは明らかである｡すな

わち,現在年金受給者の30%は福祉年金,45%が

国民年金,15%が厚生年金という分布になってい

るので,大多数は料金免除水準の対象収入程度の

者である｡先に示した北海道社協の調査では,対

象収入が 1980年 1月 10日現在で26万円 (免除

点)以下の者は,全入所者のうち63.2%となって

いる｡老人ホーム種別にみると養護老人ホームで

67.0%,特別養護老人ホームで60.5%の者が料金

免除者である｡養護と特養の間で比率に若干の差

があるが,入所要件に所得を問わない特菱にして

は免除者比率が意外に高いというべきではなかろ

うか｡

ここで重要なことは,今後年金額が上昇しても,

それに合わせて公正に料金表が改定され る限り免

除者比率は減少も増加 もしないということである｡

もちろん,これは対象収入の型が変化しないと仮

定した場合のことである｡入所者が病気をして医

療費を支払えば収入から控除されるが,ある年に

全員病気になって次の年に病気にかからないとな

ると対象収入分布がかなり上方にシフトして料金

負担者が多くなるだろうけれども,そのような仮

定は非現実的である｡有病率の範囲内において確

率的に病気にかかるというのが現実的な見方であ

ろう｡あるいは有病率が年々上昇することになれ

ば,免除者比率は年々高まって行 くかもしれない｡

こうして,入所者の対象収入と扶養義務者の所

得からなる座標の大多数は,図5のC領域 (免除

領域)に分布することになる｡残 り若干の者が,

A,B,Dの各領域に,しかも原点寄りに分布す

ることになるであろう｡

このように考えてくると,｢年金成熟化に伴い自

立可能な老人が増加する｣という審議会の前提自

体 も疑わしいものとして再検討してみる必要があ

りそうである｡年金が物価にスライ ドして増額さ

れる限り名目額は上昇しても実質水準は不変なの

であるから,自立能力が向上することにはならな

いのである｡したがって,料金収入の比率を上昇

させ,免除者比率を減少させるためには,年金額

の大巾改定が必要であるが,かりにそうなったと

しても,老人ホーム費用の増加率を超えた料金表

の改定は不当であるから一定の限界があるわけで

ある｡

(注 1) 北海道社会福祉協議会老人福祉施設協議会

r老人ホームの現行費用徴収基準に関する調査

報告書j1980.3.31

このデータは,全国社会福祉協議会福祉部 佐々

木後-氏から提供されたものである｡記して感謝

の意を表する｡

ⅠⅠⅠ まとめと文献 リスト

以上,老人ホームの新料金制度について考え

てきた｡本稿は,社会福祉における料金導入の

効果に関す る理論面の検討の過程で,老人

ホームの新料金制度を具体例として検討したも

のを独立させて研究ノー トとした ものであ

る｡ロイ･パーカーによれば,社会福祉-の料

金導入は,多面的に分析するとマイナスの効

果が大きく,結局は愚策であると結論されて

いるO老人ホームの新料金制度が果して愚策

であるか賢策であるかにわかに判断すること

は難しいけれども,少なくとも追加歳入の確

保 という点に関しては,対象収入認定に関し

て福祉事務所の事務量をいたづ らに増加させ

ただけに終りそうな感じである｡もちろん,こ

れは,料金表に対する国民の十分な監視あっ

てのことである｡しかし,他方,新料金制度は,

老人の自立意識を高め,老人ホームを暗いイ

メージから解放 しスティグマを排除するとい
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うシンボ リックな機能 も期待 されているか

ら,これらの総合的な判断のうえに立って議

論されるべ き問題である｡しかし,その場合で

ち,料金問題に関する理論的な枠組の構成こ

そが重要であって,かかる枠組にもとづかな

い議論では,あまりに多くの変数が見落され

ることになりかねない｡

社会福祉における料金問題は1970年代中期

以降から系統的研究が始まったばか りの新分

野であるだけに,未解決の課題が多く残され

ているが,ここでは,筆者の目にとまった関係

文献の リス トを示しておくことにする｡した

がって完全な文献リス トではなく,研究の手

はじめといったものであることをおことわり

しておきたい｡医療サービスに関する料金研

究はきわめて多いが,これは割受 した｡今後さ

らに拡充 ･整至里して行 くつもりであるo
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